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資料１（議案関係）

「知事等の給与および旅費に関する条例の一部を改正する条例案」

について（議案第１０５号）

平成２９年４月２４日

人 事 課

１ 改正理由

現下の経済状況に鑑み、知事等の給料月額及び期末手当について一定の割合に相当

する額を減ずる特例措置を継続する必要がある。

２ 改正内容

特例措置の適用期間及び減額率を次のとおりとする。

【給料月額】

平成29年5月1日から平成33年4月30日まで区分 条例本則による

減 額 後 の 減 額 率
職 給 料 月 額

給 料 月 額 減 少 額

△ 20％
知 事 1,210,000円 968,000円

△ 242,000円

△ 15％
副 知 事 930,000円 790,500円

△ 139,500円

常 勤 の △ 15％
670,000円 569,500円

監査委員 △ 100,500円

【期末手当】

平成29年6月期から平成32年12月期まで区分 条例本則による

減 額 後 の 減 額 率
職 支 給 年 額

支 給 年 額 減 少 額

△ 20％
知 事 5,351,224円 4,280,980円

△ 1,070,244円

△ 15％
副 知 事 4,112,924円 3,495,986円

△ 616,938円

常 勤 の △ 15％
2,963,074円 2,518,614円

監査委員 △ 444,460円

３ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとする。
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